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牛肉の原産地表示に関する自主基準 

項 目 内   容 

１ 原産地の名称 ステーキに使用する牛肉の原産地の名称は、次のとおり表示しま

す。 

また、原産地の把握が可能な内臓肉についても、同様に表示します。

(1) 国産の場合 

○ 国産である旨を表示します。 

○ 原則として国産である旨を表示し、可能な限り都道府県名の表示

をします。 

(2) 輸入品の場合 原産国名を表示します。 

(3) 複数原産国の

牛肉を使用す

る場合 

○ 牛肉の原産地が２か国以上ある場合は、原材料に占める重量の割

合の多いものから順に表示します。 

○ 牛肉の原産地が３か国以上ある場合は、原材料に占める重量の割

合の多いものから２か国を表示し、３か国目以降の原産国を「その

他」として、一括して表示します。ただし、より多くの原産国につ

いて情報提供が可能な場合は、積極的に表示します。 

○ 牛肉の使用量の大部分を特定の国から調達し、残りの調達先が変

動しやすい場合、当該１か国の名称と使用割合を表示し、その他の

原産国を「その他」として表示します。 

２ 表示の方法 ○ メニューごとに原産地を表示します。 

３ 表示場所 ○ 店頭に掲示板を設置し、原材料を表示します。 

４ 表示管理等 

○ 牛肉の原産地情報の管理を徹底し、誤った表示を行わないように

します。 

○ 常に消費者の視点に立ち、消費者を誤認させるような表示は行い

ません。 

○ 表示の根拠として仕入伝票その他関係書類の整理を常に行い、

問い合わせに迅速、適正に対応します。 

 
 


